
 

特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   総委－６１ 

 

 

２ 案件名 市立くらんど人権文化センターエレベーター保守点検業務委託 

 

 

３ 案件場所 宝塚市 中野町 地内 

 

 

４ 契約期間   令和 5 年（2023 年）10 月 1 日～令和 10 年（2028 年）9 月 30 日 

 

 

５ 契約相手方 社名： 三菱電機ビルソリューションズ（株） 

 

 

６ 指定理由（根拠） 地方自治法施行令  第 167 条の 2 第 1 項第 2 号該当 

 

 宝塚市契約規則  第 20 条第 1 項 ただし書該当 

  

 （指定理由）  

当該エレベーターは、系列企業である㈱三菱電機の製造であり、安全運転維持 

管理上、機械設置メーカーである同社の診断が必要不可欠である。 

また、当該エレベーターと契約相手方の情報センターとは電話回線により 1 年

を通して 24 時間体制でエレベーターを止めずに点検するシステムを保有してい

るため、最適な保守点検および異常時の迅速な対応が期待できる。 

 なお、当業務委託にかかる契約相手方とは当該エレベーター設置以来、保守点

検の契約交わし、迅速かつ丁寧な保守点検作業を履行しており実績は良好である。 

 

  

７ 問合わせ先  課名：くらんど人権文化センター 0797-73-2222 
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